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(ウェブサイト等)
※第三者も含めて選挙運動が可能
・電子メールアドレス等の表示義務あり

－

名簿を届け出た選挙区ごとに
・2種類以内
・枚数制限なし
・規格制限なし
・頒布方法:制限あり
　(新聞折込み、選挙事務所内、演説会の会
　 場内、街頭演説の場所)

小 選 挙 区 選 挙

名 簿 届 出 政 党 等

比 例 代 表 選 挙
項　　　目

(有料インターネット広告)
・政党等の選挙運動用ウェブサイトに直接リンクした政治活動用有料インターネット広告が可能

(有料インターネット広告)
　　　　　　　 －

・名簿を届け出たの選挙区の都道府県ごとに
　1箇所

名簿を届け出た選挙区ごとに
　(名簿登載者数5人まで)　　1
　(超える10人ごとに)　　　 1追加
　(拡声機には携帯用を含む。また、
　政党等演説会や幕間演説の開催中は、そ
　の会場において別に1そろいを使用可能。)

(電子メール)
※第三者は電子メールを利用した選挙運動はできない
・選挙運動用電子メール送信者の表示義務あり
　(①選挙運動用電子メールである旨　②選挙運動用電子メール送信者の氏名・名称　③選挙運動用電子メール送信者に対し送信拒否
　 通知を行うことができる旨　④送信拒否通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通信先)
・送信先の限定あり
　(①あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信の求め・同意を選挙運動用電子メール送信者に通知した者
　 ②政治活動用電子メールを継続的に受信している者であって、あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信の通知を受け、拒否しなかった者)

・候補者を届け出た選挙区ごとに1箇所
　(ただし、政令で3箇所まで可)

衆 議 院 議 員 の 選 挙 に お け る 選 挙 運 動

候補者を届け出た都道府県ごとに
　(届出候補者数3人まで)　　1
　(超える10人ごとに)　　　 1追加
　(拡声機には携帯用を含む。また、政党演説会や
　幕間演説の開催中は、その会場において別に1そろい
　を使用可能。)

候補者を届け出た都道府県ごとに
・2万枚に当該都道府県における届出候補者数を乗じて
　得た枚数以内

候補者を届け出た都道府県ごとに
・種類制限なし
・4万枚に当該都道府県における届出候補者数を乗じて
　得た枚数以内
　(候補者を届け出た選挙区ごとに4万枚以内)
・規格制限あり(42×29.7㎝:A3判以内)
・頒布方法:制限あり
　(新聞折込み、選挙事務所内、演説会の会場内、街頭
　 演説の場所)

候 補 者 届 出 政 党候 補 者 個 人

・2種類以内
・7万枚以内
・規格制限あり(29.7×21㎝:A4判以
　内)
・頒布方法:制限あり
　(新聞折込み、選挙事務所内、
　 演説会の会場内、街頭演説の場所)

・3万5千枚以内

・1
　(拡声機には携帯用を含む。また、
　個人演説会や幕間演説の開催中は、
　その会場において別に1そろいを
　使用可能。)

・1箇所
　(ただし、政令で3箇所まで可)



パ ン フ レ ッ ト
書 籍

ポ ス タ ー
(§143①Ⅴ)

ち ょ う ち ん

新 聞 広 告

政党等の本部で直接発行するパンフレット・書籍について、全国を通じて
・2種類以内(うち1種類は要旨等を記載したもの)
・数量制限なし
・規格制限なし
・頒布方法:制限あり(政党・政党等・個人の選挙事務所内、演説会の会場内、街頭演説の場所)

－

項　　　目
小 選 挙 区 選 挙 比 例 代 表 選 挙

候 補 者 個 人 候 補 者 届 出 政 党 名 簿 届 出 政 党 等

(自動車・船舶用)
・規格制限あり(273×73㎝以内)

(個人演説会場用)
・会場内は数量の制限なし、会場外の立
　札・看板は5個以内、会場外のポスター
　は掲示不可
・屋内の会場内は規格制限なし、その
　他は規格制限あり(273×73㎝以内)

・ポスター掲示場ごとに1枚
 (ポスター掲示場は投票区ごとに政令
  で定める基準に従い設置)
・規格制限あり(42×40㎝以内)

候補者を届け出た都道府県ごとに
・1,000枚に当該都道府県における届出候補者数を乗じ
　て得た枚数以内
　(候補者を届け出た選挙区ごとに1,000枚以内)
・規格制限あり(85×60㎝:A1判以内)

名簿を届け出た選挙区ごとに
・500枚に当該選挙区における名簿登載者
　数を乗じて得た枚数以内
・規格制限あり(85×60㎝:A1判以内)
・種類制限あり(3種類以内)

(選挙事務所用)
・事務所ごとに通じて3以内
・規格制限あり(350×100㎝以内)

(自動車・船舶用)
・規格制限あり(273×73㎝以内)

(選挙事務所用、自動車・船舶用、演説会場用)
・各1（演説会場内用は会場外の掲示不可）
・規格制限あり(85×45㎝以内)

・9.6㎝×2段×5回 ・当該選挙区における名簿登載者数(28人
　を超える場合は28人)に応じて定められた
　寸法、回数

・当該都道府県における届出候補者数(16人を超える場
　合は16人)に応じて定められた寸法、回数

(政党等演説会場用)
・会場内は数量の制限なし、会場外の立札・看
　板は名簿を届け出た選挙区ごとに通じて
　8以内、会場外のポスターは掲示不可
・屋内の会場内は規格制限なし
　その他は規格制限あり(273×73㎝以内)

(政党演説会場用)
・会場内は数量の制限なし、会場外の立札・看板は、候補
　者を届け出た都道府県ごとに通じて2に当該都道府県
　における届出候補者数を乗じて得た数以内
　(ただし、選挙区ごとに2以内)、会場外のポスターは
　掲示不可
・屋内の会場内は規格制限なし
　その他は規格制限あり(273×73㎝以内)

ポスター、
立札及び看板
の類(上記ポ
スターを除

く)

(選挙事務所用)
・事務所ごとに通じて3以内
・規格制限あり(350×100㎝以内)



政 見 放 送

経 歴 放 送

演 説 会

街 頭 演 説

連 呼 行 為

選 挙 公 報

特 殊 乗 車 券

・演説者がその場にとどまり、標旗
　(候補者1人1本)を掲げる。
・午前8時から午後8時まで
・選挙運動員の制限:候補者1人につき
　15人以内

・停止した車上又は船上及びその周囲
・午前8時から午後8時まで
・選挙運動員の制限:なし

・停止した車上又は船上及びその周囲
・演説者がその場にとどまり、標旗(名簿を
　届け出た選挙区ごとに名簿届出政党等に
  対して定数分を一律交付)を掲げる
・午前8時から午後8時まで
・選挙運動員の制限:なし

・ＮＨＫ
・ラジオおおむね10回、テレビ1回 － －

・回数制限なし
　(同時開催5箇所以内)

・回数制限なし
　(同時開催制限:都道府県ごとに届出候補者数×2箇
　 所以内、候補者を届け出た選挙区ごとに2箇所以内)
・候補者の届出を行わない選挙区では開催不可

・回数制限なし
　(同時開催8箇所以内)

・ＮＨＫ、基幹放送事業者
・当該都道府県における届出候補者数(12人を超える場
　合は12人)に応じて定められた時間数以内
・持込み方式可

－

・ＮＨＫ、基幹放送事業者
・当該選挙区における名簿登載者数(28人
　を超える場合は28人)に応じて定められた
　時間数以内
・東京における一括収録を認める
・手話通訳を付すことができる

・個人演説会会場、街頭演説(演説を
　含む)の場所で可
・選挙運動用自動車(船舶)の上で
　午前8時から午後8時まで可

・政党演説会会場、街頭演説(演説を含む)の場所で可
・選挙運動用自動車(船舶)の上で午前8時から午後8時ま
　で可

・政党等演説会会場、街頭演説(演説を含
　む)の場所で可
・選挙運動用自動車(船舶)の上で午前8時か
　ら午後8時まで可

・選挙区ごとに1回発行

－

・当該選挙区における名簿登載者数(28人を
　超える場合は28人)に応じて定められた寸
　法
・選挙区ごとに1回発行

・特殊乗車券　15枚
－ －

項　　　目
小 選 挙 区 選 挙 比 例 代 表 選 挙

候 補 者 個 人 候 補 者 届 出 政 党 名 簿 届 出 政 党 等


